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行政管理課 

                           令和４年７月 14 日庁議資料 

 

我孫子市情報セキュリティ対策委員会委員の変更について 

   

総務省では、地方公共団体におけるデジタル化の動向や令和３年７月の政府

機関のサイバーセキュリティ対策のための統一基準の改定を踏まえて、令和４

年３月に「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラ

イン」を改定しました。 

市においても、情報セキュリティ対策の徹底を図るため、国のガイドライン

を参考に、今年度、我孫子市情報資産保全対策方針（我孫子市情報セキュリテ

ィポリシー）の見直しを行っていきます。 

この情報資産保全対策方針の見直しに当たり、当該方針を審議する我孫子市

情報セキュリティ対策委員会は、市の情報セキュリティの重要事項を取り扱う

機関であることから、当該委員会の構成委員を庁議構成員に変更し、委員長を

市長に、副委員長を副市長とするため、情報セキュリティ対策委員会設置要綱

の一部を改正したものです。    
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現行体制（点線枠内） 

 

                   

新体制（点線枠内） 

 
 

委員

委員長

秘書広報課長　行政管理課長　企画政策課長

市民課長　手賀沼課長　社会福祉課長

道路課長　都市計画課長　消防本部総務課長

教育総務部総務課長　水道局経営課長

最高情報責任者【市長】

統括情報責任者【副市長】
ネットワーク

管理者（情シス）

統括情報セキュリティ担当者【各部局長】

情報セキュリティ担当者【各課長】 情報システム管理者【各情報システムの担当課長】

情報システム担当者職員

我孫子市情報セキュリティ対策委員会

委員長

副委員長

委員

最高情報責任者【市長】

統括情報責任者【副市長】 ネットワーク管理者

（情シス）

統括情報セキュリティ担当者【各部局長】

情報セキュリティ担当者【各課長】 情報システム管理者【各情報システムの担当課長】

情報システム担当者職員

我孫子市情報セキュリティ対策委員会


